
彿嚇⑬

資料 6-2

クレンブテロール (藉)i

今般の残留基準の検討についてlよ 薬事法に基づく再審査申請及び食品中の動物用医薬品等の

ポジティブリスト制度導入時に新たに設定された基準値 (いわゆる暫定聾り の見直しについて、

食品安全委員会において食品健康影摺評価がなされたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会に

おいて審議を行い、以下の報告をとりまとめるものである6 '          「

1.腰   一
                `  |

(1)品 目名 :ク レタ ロニルClenbuter。1)         1・ f  .

(2)用途 1子官平滑叫 用による牛の早流産防止、気道平滑筋曹倒句甜|よる馬の肺炎II : 
における呼吸器症状の軽減  . 1          ,   ・  ｀

選択的なアドレナリン β2       あり、■軸 及破 道平滑筋け して弛緩

1作用を示すL通常、ラセミ体キして合成さ■るがt Fi作動薬|して作用を持うのは
1体

のそ)で
ある6

ヒト用医薬品としてはゞ グレンブテロデル塩酸塩が気管支拡張薬として海外で使用されて

おり、日本においても1986年 3月 に承認され肢朔されている。動物用医薬品としては、クレ

ンブテロ,ル塩酸塩が牛の子宮弛緩薬として開発され、1979年以降にドィツを始め17ヵ国に

おいて承認されており、日本においても199g年 9月 t臨されている。   ~

申学■ ‐ ■ 1 le鳳
)二鳳t鳳」乱iz鳳鳳i品4-Ami耐,5-dichlorO― α」[[(1,卜dimサ

(1お)「1-“価 in∝ob 5 dichlorOphenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)anlino]ethan。 1 ..

hydrochloride(IUPACh仁

(4)イ溝進デし受鍬

:     '   CI
OH

|

:Cハ8Cly20

:277.19

17り¨
GH9HI NH-7-?り 3

1      CH3 1

十八
　
二里

子

子

分

分
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(5)適用方法及び用量           |
ケレンブテロール 皓膨タレンブテロールとして)

下に示す。

の使用対象動物及び使用方法等を以

*:設定されていない

2.許容一日摂取量 (ADI)=評価            :             ´

食品安全基本法 (平成15年継律第48号→第24条第1項第1号の規定に基づき平成19年

1月 12日 付け厚生労働省発食安第0112014号及び同条第 2項の規定に基づき平成 18年 10

月 16日 付け厚生労働省発食安第 1016004号により、それぞれ食品安全委員会委員長あて意

見を求めたタレンブテロールに係る食品健康影響評価について、以下のとおり示されている。

1      
無講堰遅聾 0.042 μ g/kgク権y日               ‐

働物D   ヒト

は寺方法) 経口投与     二

側間)    単回                 ・

安全係数 :10

1  ADI.:・ 0.004μ g/kgf4/日        ―

3.諸外国における状況等                 1
FAO/WHO合同食品添加物専門家会議 OCFAlにおいて評価されており、ADIと して,0.004

レg/kgク権y日が設定され、牛 馬ヾ等に国際基準が設定されている。
‐

米国、EU、 列 11、 カナダ及びニュァジーランドについて調査した結果、各国において残留 :

基準が設定されている。・
       '

対象動物及び使用方法 使用国 脚 間

牛

　

．

0.逮顧 を1錮調 訥 捗 日本 9日

0.8μ g/kg体重を 1日 2回経口又は筋肉又は静脈投与
EU

28日

10.8μ g/kg体重を単回筋肉又は静脈投与 6日

0.6μ g/kg体重を単回静脈投与
オーストラリア 6日

ニュージこフンド 12日

泌乳牛

0_冒頭を靭 誡 日本 5日

0.8μ g/kg体重を単回筋肉又は静脈投与 EU 5日

0.6μ g/kg体重を靭 誡
オ,ス トラリア 6日

ニュージこフンド 5日

馬

0.8μ g/kg体重を 1日 2回経口投与 日本 28日

0.8μ g/kg体重を 1日 2回経口又は静脈投与 EU 28 日

0。 75μ g/kg体重を単回筋肉又は静脈投与
オーストラリア

ニュージーランド

0.8μ g/kg体重を 1日 2回静脈投与 カナダ

羊 2.lμ g/kg体重を単回静脈投与 オーストラリア 6日
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4. 宏璧隼促影耗

(1)残留の規制対象

クレンブテロール本体

」ECFAにおいて、クレンブテロールの代謝物には毒性的懸念がないことからクレンブテ

ロールの未変化体をマーカーとするとされていることを踏まえ、残留の規制対象はクレン

ブテロール本体のみとすることとした                  .

(2)基準勁奎柔

牛及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び食用部分並びに

平じこついては、別紙 1の残留基準を設定することとする。

また、クレンブテローノタレの ADI(0.004μ  g/kg体重/日 )がポジティブリス ト制度導入時

に一律基準を検討した際の根拠である暴露量の目安 (1.5μ g/日 :50kg体重換算のADIと

して 0.03μ g/kg体重/日 )を下回つていることから(これら以外の食品については食品

1  に含有されるものであつてはならないものとする。

(3)ADI比
各食品において基準値 Gわ の上限まで本剤が残留したと仮定した場合、国民栄養調査

結果ヤф き試算される、1日 当たり摂取する本剤の量 帽聯撮状摂取量 い血))の ADI

に対する比は、以下のとおりである。

勁D1/ADI(%)

国民平均 5.6

幼ガすl(1～ 6調 18.8

婦 612

高齢者 (65歳
"

55

*高齢者については畜水産物の摂取量データがないため、国民平均の摂取量を参考とした

なお、詳細の暴露評価については、別紙2のとおりである。

(4)本剤については、平成17年 11月 29日付け厚生労働省告示第徊9号により、食品=般
の成分規格7に食品に残留する量の限度 (暫定基の が定められているが、今般、残留基

準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。
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(別紙 1)

クレンブテロール

食品名
群 埴 ω

ppm

基準値現行

ppm

難

ppm

国晰

ppm

糊 、EU、 列 11、

カナス ニュー

ジーランド

ppm

牛の筋肉 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0001

豚の筋肉 不検出 不検出

西 他の口 甫乎L類に属する動物
*t*2の筋肉

0.0002 0.鰤2 0.0001 0.0002 0.0001

牛の月翻方 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002

豚倒 旨肪 不検出 不検出

その他の陸棲哺乳類に属する動物

の脂肪
0.0002 010002 0.0002

牛硼 彿 0.0006 0.0006 0.0001 0.0006 0.0005

豚剣 聯 不検出 稀 出

その他の陸棲哺乳類に属する動物

の月聯
0.0006 0.0006 0.0001 0.0006 0.0005

牛の腎臓 0.0006 0.0006 0.0001 0.0006 0.0005

豚の腎臓 不検出 稀 出

その他の陸棲哺乳類に属する動物

の腎臓
0.0006 0.0006 0.0001 0.0006 0.0005

抑 紛
*ょ *4 0.0006 0.0001 0.0001

豚硼 部分 不検出 称 出

その他の陸棲哺乳類に属する動物

の剣甲部分
0.0006 0.0001 0.0001

―
し

重
す

0.00005 0.00005 0.0001 0.00005 0.00005

鶏の筋肉 不検出 稀 出

その他の家きん
*5の

筋肉 不検出 稀 出

鶏の脂肪 不検出 稀 出

その他の家きんの脂肪 不検出 稀 出

鶏の月刊臓 不検出 稀 出

その他の家きんの肝臓 不検出 稀 出

鶏の腎臓 薇 出 稀 出

その他の家きんの罰臓 不検出 不検出

-4-



魚介類 (さ け目魚類に限る。

魚介類 (う なぎ目魚類に限る:)

魚介類 けず き目魚類に限る。

魚介類 (その他の魚類
*6に

限る。)

魚介類 (貝類に限る。)

魚介類 (甲殻類に限る。)

乳

*1

*2:

*3

*4

*5

*6

*7

17年 11月 29日厚生労働省告示499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した

その他の陸棲哺乳類に属する動物とは、陸棲哺乳類のうち、牛及び豚以外のものをいう。

その他の陸棲哺乳類に属する動物については、国際基準の馬の基準値を参照した

食用部分とは、剣甲に供される部分のうち、筋肉、麟 、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

食用部分については、肝臓又は腎臓の値を参照した

その他の家きんとは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。

その他の魚類とは、魚類のうち、さけ自類、うなぎ日類及びすずき目類以タトのものをいう。

その他の魚介類とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。
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食路
鍵

闘

国民平均

IMDI

幼小児

(1～6歳 )

TIMDI

婦

lMDI

高齢者
*4

65歳以⊃

lMDI

牛の筋肉 0.0002
0.00*2 0.00*2 0.00*2 0.00*2

物 I割防 0.0002

牛の肝臓 0.0006 0.00 0.00 0.00*3 0.00

牛の腎臓 0.0006 0.00 0.00 0.00 0.00

牛硼 部分
*l 0.0006 0.00 0.00 0.00 0.00

その他の陸棲哺乳類に属

する動物の筋肉
0.0002

0.00 0.00 0.00 0.00

その他の陸棲哺乳類に属

する動物釧旨肪
0.0002

その他の陸棲哺乳類に属

する動物硼職
0.0006

その他の陸棲哺平L類に属

する動物の腎臓
0.0006

その他の陸棲哺乳類に属

する動物硼 部分
0.0006

茅L 0.00005 0.01 0.01 0.01 0.01

計 0.01 0.01 0.01 0.01

ADI比 (%) 5.6 18.8 6.2 5.5

偶J紙 2)

クレンブテロニルの推定摂取量 (単位 :μ g/ノ、/日 )

M‐ 喘 織 達 日摂取量 ltheOretical隆 対mtm Lily lntab)

*1:食用部分とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、月刊靭詢嗜臓以外の部分をいい、肝臓又は腎臓の値を参照した

*2:筋肉又は脂肪の基準値×筋肉及び脂肪の摂取量

*3:妊鼎碑蒻糧データがないため、国帥 り爾這姥参れこした

*4:高齢者については畜水産物の摂取量データがないため、国民平均の摂取量を参考にした
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(参考 )

これまでの経緯

平成 17年 11月 29日  残留基準告示

平成 18年 10月 16日  厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定

に係る食品健康影響評価について要請

平成 18年 10月 19日  第 164回食品安全委員会 (要請事項説明)

平成 19年 1月 12日  厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定

に係る食品健康影響評価について要請

平成 19年 1月 18日  第 174回食品安全委員会 (要請事項説明)

平成 20年 10月 28日  第 99回動物用医薬品専門調査会

平成 20年 12月 1 日 第 102回動物用医薬品専門調査会

平成 21年 2月 26日  食品安全委員会における食品健康影響評価 (案)の公表

平成 21年 6月 18日  第 290回食品安全委員会 (報告 )

食品安全委員会委員長から厚生労働省大臣へ通知

平成 22年 3月 23日  薬事 。食品衛生審議会へ諮問

平成 22年 5月 li日  薬事 。食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

●薬事 。食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

[委員]

青木 宙     東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授

生方 公子    北里大学北里生命科学研究所病原微生物分子疫学研究室教授

○ 大野 泰雄    国立医薬品食品衛生研究所副所長

尾崎 博     東京大学大学院農学生命科学研究科教授

加藤 保博    財団法人残留農薬研究所理事

斉藤 貢一    星薬科大学薬品分析化学教室准教授

佐々木 久美子  元国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長

佐藤 清     財団法人残留農薬研究所理事 化ヽ学部部長

志賀 正和    元農業技術研究機構中央農業総合研究センター虫害防除部長

豊田 正武    実践女子大学生活科学部生活基礎化学研究室教授

永山 敏廣    東京都健康安全研究センター医薬品部長

松田 りえ子   国立医薬品食品衛生研究所食品部長

山内 明子    日本生活協同組合連合会執行役員組織推進本部本部長

山添 康     東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野教授

吉池 信男    青森県立保健大学健康科学部栄養学科教授

由田 克士    大阪市立大学大学院生活科学研究科教授

鰐渕 英機    大阪市立大学大学院医学研究科都市環境病理学教授

(○ :部会長 )
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俗 申菊

クレンブテロール

食路
期 蜘

ppm

牛の筋肉 0.0002

その他の陸棲哺乳類に属する動物
*1の

筋肉 0.0002

牛の脂肪 0.0002

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.0002

牛の肝臓 0.0006

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.0006

牛の腎臓 0.0006

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.0006

牛嘲 部分
*2 0.0006

その他の陸棲哺乳類に属する動物Q創明部分 0.0006

一ツ
す 0.00005

*1:その他の陸棲哺乳類に属する動物とは、即 甫茅L類のうち、牛及び豚以外のものをいう。

*2:食用部分とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

また、牛及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、脂肪、肝臓く腎臓及鮫 用部分並

びに乳以外の食品については、含有されるものであつてはならないとする食品規格を設定

することが適当である。
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国民平均、幼小児、妊婦、高齢者別の農産物・畜水産物摂取量
(平成 10ん 12年の国民栄養調査の結果より)

参考資料 1

1日 当たりの晨産物摂取量 (g

国民半技 高齢 看

`65惜

畢,1 卜ヽ
妊婦 /Jヽり尼

(1～6歳 )

米 ※米力日工品

小麦
大麦
ライ麦
トウモロコシ
ソバ

その他の穀類

大豆 ※加工品
小豆類 (含イシゲン、ササゲ、レンズ)

エンドウ
ソラマメ
ラッカセイ          .
その他の豆類

lゴオしυヽしょ
さといも類 (含やうがしら)

かんしょ
やまいも(長いも)

こんにゃくいも
その他のいも類 ※いも類加工品

てんさい
さとうきび ※輸入砂糖

だいこん類 (含ラディッシ三)(根 )

だいこん類 (含ラディッシュ)(葉 )

かぶ類 (根 )

かぶ類 (葉 )

西洋ワサビ

クレソン
はくさい
キャベツ(含芽キャベツ)

ケール
こまつな
きょうな
チングンサイ
はなやさい (カリフラファ)

はなやさい (ブロッコリー)

その他のアブラナ科野菜

ゴボウ
サルシフィァ
アーティチヨーク
チコリ′
エンダイブ
しゅんぎく
レタス(含チシャ、サラダナ)

その他のきく科野菜

たまねぎ
ねぎ(含リーキ)

ニンニク
にら
アスパラガス
ワケギ
|その 41の t● り科 野 草

185.1

116.8

5.9

0.1

2.5

3.7

0.3

56.1

1.4

0.3

0.2

0.5

0.1

36.6

11.6

15.7

2.6

12.9

0.4

4.5

13.4

45.0
2.2

2.6

0.5

0.1

0.1

29.4

22.8

0.1

4.3

0.3

1:4

0.4

4.5

2.1

５

１

１

１

１

５

１

４

４

０

０

０

０

２

６

０

30.3

11.3

0.3

1.6

0.9

0.2

0.9

188.8

83.4

3.6

0.1

0.8

4.8

0.3

58.8

2.7

0.4

0.4

0.6

0.1

27.0

17.3

16.8

4.3

13.4

0.4

4.0

12.1

58.5

3.4

4.2

1.1

0.1

0.1

31.7

19.9

0.1

5.9

0:3

1.9

0.4

4.1

3.1

5.2

0.1

0.1

0.1

0.1

3.7

4.2

0.7

22.6

13.5

0.3

1.6

0.7

0.3

1_8

139.7

123.4

0.3

0.1

2.7

1.4

0.5

45.5

0.1

0.3

0.1

0.2

0.1

39.8
7.9

13.8

1.6

11.0

0.8

3.4

10.3

28.7

0.9

0.7

0.3

0.1

0.1

21.9

22.9
0.1

, 1.6

0.1

1.0

0.1

4.7

0.2

2.4

0.1

0.1

0.1

0.1

1.9

6.4

0.5

33.1

8.2

0.1

0。 7

0.4

0.1
01

82.3

0.1

0.1

4.3

0.8

0.2

33.7

0.5

0.1

0.1

0.3

0.1

21.3

5.7

17.7

0.5

5.7

0.3

3.7

11.3

18.7

0.5

0.7

0.1

0.1

0.1

10.3

9,8

0.1

2.0

0.1

0.3

0.1

2.8

0.3

1.6

0.1

0.1

0.1

0.1

0.6

2.5

0.1

18.5

4.5

0.1

0.7

0.3

0.1
01

797.

-1-



1日 当たりの晨産物摂 収量 0
国民平均 局齢右

(65歳以上 )

妊 婦 /J｀児
(1～ 6歯ヽ

イチゴ

ラズベリー
プラックベリー
ブル‐ベリー

クランベリー
′、ックルベリー

その他のベリー類

ウド

き

ブ

か

バナナ
キウィニ

パパイヤ
アボカド
パイナップル
グアバ
マンゴー

パッション/フル ーツ

ナツメヤシ

その他の果実

ひまわり (種子)

ゴマ (種子)

べにばな (種子 )

綿実 (種子)

なたね    `
その他のオイルシァド

ぎんなん

くり
ペカン

アーモンド
クルミ
その他のナッツ

茶
コーヒー豆

カカオ豆
ホップ

みかんの皮
その他のスパイス

その他のハーブ

0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

5。 8

31.4

12.6

1:8

0.1

0.2

0.8

0.1

0.1

0.1

0.1

3.9

0.1

1.0

0.1

0.1

8:4

0.1

0.1

0.7

0.1

0.1

0.1

0.1

3.0

2.6

0.3

0.1

０

０

０

0.1

0。 1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

■8

49.6

17.7

2.0

0.1

0.2

0.5

0.1

0.1

0.1

0.1

1.7

0.1

1.4

0.1

0.1

5.3

0.1

0.2

0.8

0.1

0.1

0.1

0.1

4.3

1.4

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

1.6

21.5

8.7

1.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1
０

０

1.4

0.1

0.4

0.1

0。 1

8.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0:1

3.5

1.5

0.4

0.1

0.1

0.1

0.1

0.4

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

4.4

8.0

11.3

1.3

0.1

0.1

1.0

0.1

0.1

0。 1

0.1

5,9

0.1

0.6

0.1

0.1

5.0

0.1

0.1

1.3

0.1

0.1

0.1

0.1

1_4

0.1

0.3

0.1

0.1

0.1

0,1

1日 当 た りの 畜 ; t産物摂 取量 (2

国民平均 局齢有
(65歳以上)

姓 婦 /1ヽり尼

(1～ 6歳 )

牛・豚。羊・馬・山羊の筋肉及び脂肪
牛・豚。羊。馬・山羊の食用部分 (筋肉及び脂肪を除く)

茅し
家きんの肉類
家きんの卵類
魚介類
はちみつ

56.2

1.3

142.7

20.2

40.2

94.1

0.4

一
　

一
　

一
　

二

　

一

59:7

0.8

183.1

16.2

06

32.4

0.5

197.0

18.5

29.3

42.8

0.2

-2-



食品安全委員会への意見聴取及び食品健康影響評価結果について

ｌ
ω
‥

1)食品健康影響評価結果を受けたもの

物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号
結果通知
年月日

文書番号
食品安全委員会からの通知を受けて取つ

た措置等

1 クロルピリホス 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号
第24条第2項

H161029
H180718

厚生労働省発食安第1029002号

厚生労働省発食安第0718004号
H19.0322 府食第304号

カナマイシン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H18.1218 享生労働省発食安第1218005号 H190531 府食第536号

パロモマイシン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H190112 享生労働省発食安第0112019号 H190531 府食第537号

平成21年3月

平成21年9月

平成22年3月

平成22年 4月

6日 部会審議
30日 分科会審議
5日 消費者庁協議終了
6日 告示

ベンジルペニシリン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H190205 厚生労働省発食安第0205o12号 H190531 荷食第538号

イミダクロプリド 農薬

食品安全基本法 _
第24条第2項
第24条第1項第1号

H180904
H19.0223

厚生労働省発食安第0904005号

厚生労働省発食安第0223003号
H190614 守食第596号

平成21年5月 20日 /同年6月 19日 部会審議
平成21年 7月 3自 分科会審議
平成22年3月 5日 消費者庁協議終了
平成22年4月 6日 告示

フルリドン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H181218 厚生労働省発食安第1218014号 H190823 府食第801号

フロルフェニコール 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第1項第1号´

第24条第2項

H17.0913
H18.0718
H1901.12

厚生労働省発食安第0913007号

厚生労働省発食安第0718021号

厚生労働省発食安第0112020号
H190830 府食第822号

平成20年6月 20日 部会審議
平成20年8月 7日 部会審議
平成20年 10月 10日 分科会審議
平成20年 10月 24日 部会審議

チアンフェニコール 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項

H170913
H18.0718

厚生労働省発食安第0913004号

厚生労働省発食安第0718019号
H191004 府食第973号

テブフエノジド 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項

H19.0806
H19.0305

厚生労働省発食安第0806009号

厚生労働省発食安第0305017号
H19.1108 府食第1106号

平成21年 10月 29日 郡会審p‐3
平成21年 12月 2自 分科会審議
パブリックコメント終了
wTol霞鶴 蒋ζ7

セフォペラゾン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H190112 厚生労働省発食安第0112016号 H19.1220 府食第1242号

平成21年 3月

平成21年 9′

平成22年3F
平成22年 4「

6日 部会審議
30自 分科会審議
5日 消費者庁協議終了
6日 告示
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号
結果通知
年月日

文書番号
食品安全委員会からの通知を受けて取つ
た措置等

イミベンゴナゾール 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H190305 厚生労働省発食安第0305007号 H191220 府食第1243号 平成22年 5月 11日 部会審議予定

コリステン
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H190305 厚生労働省発食安第0305025号 H200124 荷食第81号
平成22年 3月 2日 部会審議
パブリックコメント・WrO通報準備中

! プロチゾラム 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H18.1016 厚生労働省発食安第1016003号 H20,0313 府食第279号
平成21年 5月 20日 部会審議
平成21年 7月 3日 分科会審議
告示準備中

インドキサカルブ 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項

H17.1108
H180718

厚生労働省発食安第1108003号

厚生労働省発食安第0718034号
H20.04.03 府食第356号

平成21年7月 24日 部会審議
平成21年 9月 30日 分科会審議 ‐

パブリックコメント、WrO通報終了
平成22年 4月 14日 ～消費者庁協議

メタミドホス 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200212 厚生労働省発食安第0212004号 H20.05,01 府食第475号 平成20年 9月 19日 部会審議

1 ブプロフェジン 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第司号
第24条第2項

H190821 厚生労働省発食安第0821002号 H20.05.15 荷食第527号

平成20年 7月 11日 部会審議
平成20年 7月 30日 分科会審議
平成21年 7月 24日 部会審議
平成21年9月 30日分科会審議
平成22年4月 12日 消費者庁協議終了
告示手続中

1 リファキシミン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H190522 厚生労働省発食安第0522008号 H200605 府食第617号

平成21年 5月 20日 部会審議
平成21年 9月 30日 分科会審議
平成22年 3月 5日 消費者庁協議終了
平成22年4月 6日 告示

1 トリフロキシストロビン 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項
H190605 厚生労働省発食安第0605003号 H20.08.01 府食第340号

平成21年 9月 25日 部会審議
平成21年 12月 2日 分科会審議 :
パブリックコメント、r「 0通報終了
平成22年4月 14日 γ消費者庁協議

オキサジクロメホン 農薬

食品安全基本法
第24条第¬項第1号

第24条第2項
H200602
H19.0305

厚生労働省発食安第0602001号

厚生労働省発食安第0305010号
H200821 荷食第905号

平成21年 6月 19日 部会審議
平成21年 7月 3日 分科会審議
平成22年 3月 5日 消費者庁協議終了
平成22年4月 6日 告示

ゾキサミド 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H190112 厚生労働省発食安第0112009号 H20.0821 荷食第906号
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物質名 用 途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号
結果通知
年月日

文書番号
食品安全委員会からの通知を受けて取つ
た措置等

チアゾピル 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H190605 享生労働省発食安第00605009号 H200829 府食第926号

アセタミプリド 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200212 厚生労働省発食安第0212003号 H200829 府食第928号

平成20年 12月 9日 部会審議
平成21年2月 3日 部会審議
VVTO通報・パブリックコメント終了
平成22年 1月 27日 部会審議
平成22年3月 3日 分科会審議
平成22年4月 14日 ～消費者庁協議

トリルフルアニド 農薬

食品安全基本法

露Zl彙霙1唱零1号 H20.06.02

H190605
厚生労働省発食安第0602002号

厚生労働省発食安第0605010号
H200904 府食第955号

平成22年 1月 27日 部会審議
平成22年3月 3日 分科会審議
パブリックコメント募集中
wTO捐報中

プロポキシカルバゾン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H190112 厚生労働省発食安第0112012号 H200904 有食第956号

ピリブチカルブ 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H190806 厚生労働省発食安第0806011号 H200911 府食第985号

平成21年 10月 29日部会審議
平成21年 12月 2自 分科会審議
パブリックコメント終了
VWO通報終了

オキサジアゾン 晨薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項
H20.01.11 厚生労働省発食安第0111001号 H200925 府食第1017号

平成21年 10月 29日 部会審議
平成21年 12月 2日 分科会審議
パブリックコメント終了
M「 01雨 圭B終了

カルボキシン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H1903.05 厚生労働省発食安第0305011号 H200925 府食第1018号

クロフェンセット 妻薬
食品安全基本法
第24条第2項

H190605 厚生労働省発食安第0605006号 H20.10.02 府食第1041号
平成22年3月 2日 部会審議
パブリックコメント・WTO通報準備中

フルフェンピルエチル 簑薬
食品安全基本法
第24条第2項

H190112 厚生労働省発食安第0112011号 H201002 府食第1042号

ピリプロキシフェン 霊薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H200602
H21.03.24

厚生労働省発食安第0602003号

厚生労働省発食安第0324002号
H2010.09
H210903

府食第1081号

府食第855号
平成22年3月 2日 部会審議
パブリックコメント・WTO通報準備中
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号
結果通知
年月日

文書番号
食品安全委員会からの通知を受けて取つ
た措置等

プレチラクロール 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H15.07.01

H190925
厚生労働省発食安第0701015号

厚生労働省発食安第0925001号
H201009 府食第1082号

平成21年 6月 19日 部会審議
平成21年7月 3日 分科会審議
平成22年3月 5日 消費者庁協議終了
軍 静 ,,生4日 A日 告 素

フルアクリピリム 由
賢薬

食品安全基本法
第24条第2項

H19.0305 厚生労働省発食安第0305022号 H201016 府食第1101号

平成22年 1月 27日 部会審議
平成22年3月 3日 分科会審議
パブリックコメント募集中
wT∩輌J自 由

ベンシクロン 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第可号
第24条第2項

H190913 厚生労働省発食安第0913007号 H201016 府食第1102号

平成21｀年5月 20日 部会審議
平成21年 7月 3日 分科会審議
平成22年 3月 5日 消費者庁協議終了
平成22年4月 6日 告示

フエリムゾン 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項
H200205 厚生労働省発食安第0205003号 H20.1113 府食第1235号

平成21年 6

平成21年7

平成22年3

11月を221●4

19日 部会審議
3日 分科会審議
5日 消費者庁協議終了
6日 告示

EPN 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H200205 厚生労働省発食安第0205001号 H20.11.27 府食第1290号

平成21年 6月

平成21年 7月

平成22年 3「

平成22年4「

19日 部会審議
3日 分科会審議
5日 消費者庁協議終了
6日 告示

フェノキサニル 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H200205 厚生労働省発食安第0205002号 H2011.27 府食第1291号

平成21年 6月

平成21年 7「

平成22年3月

平成22年4「

19日 部会審議
3日 分科会審議
5日 消費者庁協議終了
6日 告示

フェントラザミド 畳薬
食品安全基本法
第24条第1項第¬号

H200205 厚生労働省発食安第0205004号 H2012.04 府食第1314号

平成21年 6月 19日 部会審議
平成21年8月 21日 部会審議
平成21年9月 30日 分科会審議
平成22年4月 12日 消費者庁協議終了
告示手続中

ジクロスラム 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H19,06.05 厚生労働省発食安第0605007号 H2012.11 府食第1336号

ヘキサジノン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H190305 厚生労働省発食安第0305023号 H20.1211 府食第1337号

セフキノム 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H1812.18 厚生労働省発食安第1218009号 H20.12.18 府食第1361号

平成22年 1月 27日 部会審議
平成22年3月 3日 分科会審議
パブリックコメント募集中
WTO通報中
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号
結果通知
年月日

文書番号
食品安全委員会からの通知を受けて取つ
た措置等

イミドカルブ 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H19.03.19 厚生労働省発食安第0319003号 H201218 府食第1362号

平成21年 12月 1日 部会審議
平成22年3月 3日 分科会審議
パブリックコメント募集中
vvTol麗 錦 締ζ7

ジクロシメット 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H20Ю l.11 厚生労働省発食安第0111004号 H201218 府食第1366号

平成21年 6月 19日 部会審議
平成21年 7月 3日 分科会審議
平成22年 3月 5日 消費者庁協議終了
平成22年 4月 6日 告示

メフェンピルジエチル 豊薬
食品安全基本法
第24条第2項

H19,06.05 厚生労働省発食安第0605014号 H201218 府食第1367号

クロルエトキシホス 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200311 厚生労働省発食安第0311003号 H210108 府食第12号

プロファム 豊薬
食品安全基本法
第24条第2項

H190605 厚生労働省発食安第0605012号 H21.0108 府食第14号 平成22年3月 24日 部会審議

スピネトラム 豊薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H200303
H2108.04

厚生労働省発食安第0303013号

厚生労働省発食安0804第6号 ‐
H210115
H220225

府食第44号

府食第140号

トリブホス 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H2003.11 厚生労働省発食安第0311005号 H210115 府食第45号

ルフェヌロン 霊薬

食品安全基本法
第24条第1項第¬号
第24条第2項

H170725
H18.07.18

厚生労働省発食安第0725001号

厚生労働省発食安第0718012号
H210122 府食第85号 平成22年 3月 24田 部会審議

ノバルロン 霊薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H201209 厚生労働省発食安第1209001号 H21.02.05 府食第132号

平成21年 6月 19日 部会審議
平成21年 9月 30自 分科会審議
平成22年3月 5日 消費者庁協議終了
平成22年4月 6日 告示

メタアルデヒド 壁薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H201209 厚生労働省発食安第1209004号 H210205 府食第133号

平成21年 10月 29日 郡会審議
平成21年 12月 2日 分科会審議
パブリックコメント終了
wTo摘 圭B終了
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物質名 用 途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号
結果通知
年月日 文書番号

食品安全委員会からの通知を受けて取つ
た措置等

ブタミホス 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号
第24条第2項

H200401
H20.0325

厚生労働省発食安第0401004号

厚生労働省発食安第0325012号
H210212 府食第145号

平成21年 12月 1日 郡会審議
平成22年3月 3日 分科会審議
パブリックコメント募集中
M「0通報終了

ラフォキサニド 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H190112 厚生労働省発食安第0112022号 H210219 府食第168号
平成22年3月 2日 部会審議
パブリックコメント・WTO通報準備中

メタラキシル及びメフエノキサム 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第¬号
第24条第2項

H1905.22 厚生労働省発食安第0522004号 H21.03.05 府食第211号

平成21年9月 25日 部会審議
平成21年 12月 2日 分科会審議
パブリックコメント・WTO通報終了
平成22年4月 14日 ～消費者庁協議

オキシベンダゾール 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H190713 厚生労働省発食安第0713007号 H210305 府食第212号
平成22年3月 24日部会審議
パブリックコメント・WTO通報準備中

シメコナゾール 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H2010.07 厚生労働省発食安第1007003号 H210312 府食第241号

平成21年7月 24日 部会審議
平成21年 9月 30日 分科会審議
平成22年4月 12日 消費者庁協議終了
告示手続中

トリフルスルフロンメチル 箋薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200303 厚生労働省発食安第0303014号 H210319 府食第263号

ピラクロストロビン 豊薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H201209 厚生労働省発食安第1209002号 H210319 府食第264号

平成21年 7月 24日 部会審議
平成21年 9月 30自 分科会審議
平成22年4月 12日 消費者庁協議終了
告示手続中

ボスカリド 豊薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H201209 厚生労働省発食安第1209003号 H21.0319 府食第265号

平成21年 8月 21日 部会審議
平成21年9月 30日 分科会審議
平成22年4月 12日 消費者庁協議終了
告示手続中

プリミスルフElンメチル 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H191218 厚生労働省発食安第1208009号 H210326 府食第280号

テルデカマイシン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H210324 厚生労働省発食安第0324010号 H210326 府食第278号

平成21年4月 14日 部会審議
平成21年 9月 30日 分科会審議
平成22年3月 5日 消費者庁協議終了
工 甫 ,,生4日 A日 善 素
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物質名 用 途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号
結果通知
年月日

文書番号
食品安全委員会からの通知を受けて取つ
た措置等 、

デストマイシンA 飼料添加物
食品安全基本法
第24条第2項

H210324 厚生労働省発食安第0324011号 H210326 府食第279号

平成21年4月 14日 罰;会番議
平成21年9月 30日 分科会審議
平成22年3月 5日 消費者庁協議終了
平成22年4月 6日 告示

メソトリオン 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項
H190409 厚生労働省発食安第0409002号 H210326 府食第281号

平成21年 7月 24日 部会審議
平成21年 9月 30日 /同年12月 2自 分科会審
議
平成22年4月 12日 消費者庁協議終了

レピメクチン 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H190305 厚生労働省発食安第03o5003号 H210326 府食第282号

平成21年 7月 24日 部会審議
平成21年 9月 30日 分科会審議
平成22年4月 12日 消費者庁協議終了
告示手続中

パクロブトラゾール 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第¬号
第24条第2項

H191204 厚生労働省発食安第1204002号 H210402 有食第312号

ミルベメクチン 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第¬号
第24条第2項

H171108
H1807.18

厚生労働省発食安第1108002号

厚生労働省発食安第0718033号
H21.0402 府食第313号

平成21年 12月 1日 部会審議
平成22年3月 3日 分科会審議
パブリックコメント募集中
WTO通報終了

アジムスルフロン 簑薬
食品安全基本法
第24条第2項

H190409 厚生労働省発食安第0409003号 H21.04.09 府食第344号
平成22年3月 2日 部会審議
パブリックコメント・WTO通報準備中

ンフルフエナミド 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H2003.25 厚生労働省発食安第0325007号 H210416 府食第383号 平成22年3月 24日 部会審議

プロスルホカルブ 豊薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H19.08.21 厚生労働省発食安第0821003号 H210416 府食第384号

平成21年 9月 25日 部会審議
平成21年 12月 2日 分科会審議
パブリックコメント・WTO通報終了
平成22年 4月 14日 ～消費者庁協議

イプロベンホス 農薬

含品安全基本法
第24条第1項第1号
第24条第2項

H19.12.18 厚生労働省発食安第1208001号 H21.0423 荷食第412号

平成22年 1月 27日 部会審議
平成22年 3月 3日 分科会審議
パブリックコメント募集中
wTo桶 圭日中

イソチアニル 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H2010.07 享生労働省発食安第1007001号 H210430 荷食第439号

平成21年8月 21田 部会審議
平成21年9月 30日 分科会審議
平成22年4月 12日 消費者庁協議終了
告示手続中
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号
結果通知
年月日

文書番号
食品安全委員会からの通知を受けて取つ

た措置等

rTJnh)v) 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H21101.20 厚生労働省発食安第0120002号 H21.0514 府食第470号

平成21年9月 25日 部会審議
平成21年 12月 2日 分科会審議
パブリックコメント・V「0通報終了
平成22年4月 14日 ～消費者庁協議

スピロテトラマト 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H20.08.18 厚生労働省発食安第0818002号 H210514 府食第471号

平成21年 12月 1日 部会審議
平成22年3月 3日 分科会審議
パブリックコメント募集中
wTo涌 圭「 1悠 7

クロランスラムメチル 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200325 厚生労働省発食安第0325006号 H210521 府食第497号

ミクロプタニル 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200325 厚生労働省発食安第0325016号 H21.0521 府食第498号

アジンホスメチル 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200909 厚生労働省発食安第0909001号 H21.05.28 府食第527号

ジメテナミド 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項
H200602 厚生労働省発食安第0602005号 H2106.11 府食第568号

平成21年 10月 29日 郡会審議
平成21年 12月 2日 分科会審議
パブリックコメント終了
町 01雨 郵 終 了

クレンブテロール 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H18.1016 厚生労働省発食安第1016004号 H21.06.18 府食第586号 平成22年 5月 11日 部会審議予定

スピロメシフェン 農 薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H210120 享生労働省発食安第0120004号 H2110625 府食第612号 平成22年3月 24日 部会審議

ゴフェントリン 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H2101.20 享生労働省発食安第0120005号 H210625 府食第613号

カルプロフェン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H190205 享生労働省発食安第0205008号 H21.06.25 荷食第614号 平成22年5月 11日 部会審議予定
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号
結果通知
年月日

文書番号
食品安全委員会からの通知を受けて取つ
た措置等

ノシヘプタイド 洞料添加物
食品安全基本法
第24条第2項

H200912 厚生労働省発食安第0912008号 H21.0625 府食第615号

平成21年7月 24日部会審議
平成21年9月 30日 分科会審議
平成22年4月 12日 消費者庁協議終了
告示手続中

プロパモカルブ 提薬

食品安全基本法
第24条第1項第¬号
第24条第2項

H171021
H18.07.18

厚生労働省発食安第1021002号

厚生労働省発食安第0718030号
H210709 府食第659号

平成22年3月 2日 部会審議
パブリックコメント・WTO通報準備中
平成22年5月 11日 部会審議予定

メチオカルブ 豊薬
食品安全基本法
第24条第2項

H190205 厚生労働省発食安第0205004号 H210709 府食第660号

フルジオキソニル 製薬
食品安全基本法
第24条第2項

H1906.25 厚生労働省発食安第0625006号 H210716 府食第682号

フルシラゾール 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号
第24条第2項

H19.0806 厚生労働省発食安第0806004号 H210716 府食第683号 平成22年 5月 11日 部会審議予定

クロメプロップ 農薬

食品安全基本法
第24条第2項
第24条第1項第1号

H19.03.05

H20.10.7

厚生労働省発食安第0305014号

厚生労働省発食安第1007002号
H210723 府食第699号

平成22年3月 2日 部会審議
パブリックコメント・WrO通報準備中

プロチオコナゾール 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H200602 厚生労働省発食安第0602004号 H210723 府食第700号 平成22年3月 24日 部会審議

カラプロール 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H19.0713 厚生労働省発食安第0713008号 H210730 府食第727号

ピリフルキナゾン 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H19.12.18 厚生労働省発食安第1208002号 H21.07.30 府食第728号

平成22年 1月 27日 部会審議
平成22年3月 3日 分科会審議
パブリックコメント募集中
WTO通報中

メトラクロール 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号
第24条第2項

H200617 厚生労働省発食安第0617001号 H210730 府食第729号 平成22年 5月 11日 部会審議予定
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号
結果通知
年月日

文書番号
食品安全委員会からの通知を受けて取つ
た措置等

ピリミスルフアン 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H191030 厚生労働省発食安第1030004号 H210827 府食第824号
平成22年3月 2日 部会審議
パブリックコメント・WTO通報準備中

ベンダイオカルプ 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200311 厚生労働省発食安第0311011号 H210827 荷食第825号

アミスルブロム 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H2101.20 厚生労働省発食安第0120001号 H210910 有食第872号

平成22年 1月 27日 部会審議
平成22年3月 3日 分科会審議
パブリックコメント募集中`

晰 ∩輌 錦 整 備 山

オラキンドックス 飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H20.03.11 厚生労働省発食安第0311012号 H2110.1 府食第926号

平成22年 1月 27日 部会審議
平成22年3月 3自 分科会審議
パブリックコメント募集中
WrO通報中

ケトプロフエン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H190305 厚生労働省発食安第0305031号 H21101 府食第927号

ピペラジン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H19,03.05 厚生労働省発食安第0305033号 H21.10.1 府食第928号

++fartryJ-Utv 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項
H190806
H19.03.05

厚生労働省発食安第0806007号

厚生労働省発食安第0305012号
H211022 府食第1006号

トリネキサパックエチル 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H19.06.25 厚生労働省発食安第0625004号 H21.1022 府食第1007号

ペントキサゾン 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第¬号

H180523 厚生労働省発食安第0523002号 H211022 府食第1008号 平成22年 3月 24田 部会審議

クロルフェナピル 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H21.0120 厚生労働省発食安第0120003号 H211105 府食第1048号
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号
結果通知
年月日

文書番号
食品安全委員会からの通知を受けて取つ
た措置等

エトフェンプロックス 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H210217 厚生労働省発食安第0217001号 H211119 府食第1100号

ニューカッスル病・マレック病(ニューカッ
スル病ウイルス由来 F蛋白遺伝子導入
マレック病ウイルス1型)凍結生ワクチン

動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H210703 享生労働省発食安0703第 1号 H21.1203 荷食第1132号 平成22年 3月 24曰 部会審議

チジアズロン 農 薬
食品安全基本法
第24条第2項

H190305 厚生労働省発食安第0305016号 H211203 膏食第1133号

1-メチルシクロプロペン 農薬
食品安全基本法
第24条第¬項第1号

H170823 厚生労働省発食安第0823002号 H21.12.17 府食第1166号 平成22年 3月 24日 部会審議

メプロニル 由展薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項

H20.0401
H200325

厚生労働省発食安第0401005号

厚生労働省発食安第0325017号
H211217 府食第1167号

塩酸ホルメタネート 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200325 厚生労働省発食安第0325005号 H22.01.07 府食第13号

メトキシフェノジド 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H210608 厚生労働省発食安第0608005号 H220107 府食第14号

シエノピラフエン 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H21.08.04 厚生労働省発食安0804第5号 H220114 府食第30号

フルベンダゾール 助物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H210324 厚生労働省発食安第0324009号 H22.0114 府食第31号

11 シフルメトフェン 簑薬
食品安全基本法
第24条第¬項第1号

H2106.08 厚生労働省発食安第0608002号 H220121 府食第49号
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号
結果通知
年月日

文書番号
食品安全委員会からの通知を受けて取つ
た措置等

アゾキシストロビン 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H21.0608 厚生労働省発食安第0608001号 H220128 府食第64号

11 プロピリスルフロン 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H21.06.08 厚生労働省発食安第0608004号 H22.0128 府食第65号

グルホシネート 豊薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項
H19.07.13 厚生労働省発食安第0713006号 H22.0225 有食第139号

メトミノストロビン 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項
H201209 厚生労働省発食安第1209005号 H2203.04 府食第158号

メベンダゾール 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H190305 厚生労働省発食安第0305035号 H22.0304 府食第156号

ピリダリル 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H210324 厚生労働省発食安第0324001号 H220318 府食第210号

シアゾファミド 晨薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H211027 厚生労働省発食安1027第 2号 H220318 府食第211号

レ′ヽミゾール 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H19.0205 厚生労働省発食安第0205013号 H220318 府食第209号

エトプロホス 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200708 厚生労働省発食安第0708002号 H220325 府食第237号

オキシフルオルフエン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H191218 厚生労働省発食安第1208006号 H220325 府食第238号



物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号
結果通知
年月日

文書番号
食品安全委員会からの通知を受けて取つ
た措置等

ピリミノバックメチル 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H191109 享生労働省発食安第1109008号 H220401 府食第269号

スピノサド
農薬及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項

H16.1222
H171219
H1807.18

厚生労働省発食安第1222001号

厚生労働省発食安第1219001号

厚生労働省発食安第0718006号
H220408 府食第291号

123 フェンチオン 農薬

食品安全基本法
第24条第¬項第1号

第24条第2項
H210120 厚生労働省発食安第0120006号 H220408 府食第292号
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2)意見聴取を行つているもの

物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

1 ジコホール 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項

H1702.14
H180718

享生労働省発食安第0214002号

享生労働省発食安第0718008号

オルビフロキサシン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項

H170411
H1807.18

厚生労働省発食安第0411002号

厚生労働省発食安第0718011号

アンピシリン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項

H170913
H180718

厚生労働省発食安第0913003号

厚生労働省発食安第0718018号

ホスホマイシン 動物用医薬品
含品安全基本法
第24条第1項第1号

事24条第2項

H1709、 13

H180718
厚生労働省発食安第0913010号

厚生労働省発食安第0718024号

利レファメトキサゾニル 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項

H17.0913
H18.0718

厚生労働省発食安第0913011号

厚生労働省発食安第0718025号

トリメトプリム 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項

H1709.13
H180718

厚生労働省発食安第0913011号

厚生労働省発食安第0718026号

7 セフアピリン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第¬項第1号

第24条第2項

H170913
H18:07.18

厚生労働省発食安第0913012号

厚生労働省発食安第0718027号

ホルペット 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項

H171213
H18.07.18

厚生労働省発食安第1213002号

厚生労働省発食安第0718035号

タイロシン
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H18.0904 厚生労働省発食安第0904002号

1 フルアジナム
｀

農薬

食品安全基本法
第24条第2項
第24条第1項第1号

H180904
H19.0223

厚生労働省発食安第0904007号

厚生労働省発食安第022o005号
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

ノルフロキサシン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H18.1016 厚生労働省発食安第1016002号

キシラジン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H18 厚生労働省発食安第1218003号

アモキシシリン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H18.1218 厚生労働省発食安第1218004号

ドキシサイクリン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H181218 厚生労働省発食安第1218010号

フリラゾール 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H181218 厚生労働省発食安第1218013号

ラクトフエン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H1812.18 厚生労働省発食安第1218015号

リンコマイシン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H18.1218 厚生労働省発食安第1218016号

1 イマゼタピルアンモニウム塩 提薬
食品安全基本法
第24条第2項

H19.01.12 厚生労働省発食安第0112006号

1 シクロエート 簑薬
食品安全基本法
第24条第2項

H190112 厚生労働省発食安第0112007号

ピノキサデン 簑薬
食品安全基本法
第24条第2項

H190112 厚生労働省発食安第0112010号
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

クマホス 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H100■ 12 厚生労働省発食安第0112013号

酢酸メレンゲステロール 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H190112 厚生労働省発食安第0112015号

メテルプレドニゾロン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H1901.12 厚生労働省発食安第0112021号

スピロキサミン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H1902.05 厚生労働省発食安第0205003号

アレスリン
農薬及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H1902.05 厚生労働省発食安第0205006号

エリスロマイシン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H19.0205 厚生労働省発食安第0205007号

クロルマジノン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H190205 厚生労働省発食安第0205009号

スルフイソゾール 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H190205 写生労働省発食安第0205010号

セフアレキシン 助物用医薬品
含品安全基本法
第24条第2項

H19.0205 厚生労働省発食安第020501'1号

プロパルギット 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項
H1903.05 厚生労働省発食安第0305004号
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

アラクロール 農薬

食品安全基本法
第24条第¬項第1号

第24条第2項
H200401
H190305

厚生労働省発食安第0401003号

厚生労働省発食安第0305006号

エトフメセート 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H190305 厚生労働省発食安第0305009号

トリチヨナゾール 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H190305 厚生労働省発食安第0305018号

ナラシン
洞料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H190305 厚生労働省発食安第0305026号

モネンシン
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H190305 厚生労働省発食安第0305027号

イソオイゲノール 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H190305 享生労働省発食安第0305028号

イソシンコメロン酸ニプロピル 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H1903.05 厚生労働省発食安第0305029号

クラブラン酸 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H19.0305 厚生労働省発食安第0305030号

ジシクラニル 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H190305 厚生労働省発食安第0305032号

スルフアチアゾール 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H190319 厚生労働省発食安第0310001号



Ｉ
Ｎ
Ｏ
ト

物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

クロルスロン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H19.03.19 厚生労働省発食安第0319004号

スルフラジメトキシン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H1903.19 厚生労働省発食安第0319005号

アバメクチン 霊薬及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H19.04.09 厚生労働省発食安第0409004号

イソキサフルトール 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H1904.09 厚生労働省発食安第0409005号

フェノキシメチルペニシリン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H1905.22 厚生労働省発食安第0522006号

ベダプロフェン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H190522 厚生労働省発食安第0522007号

イマザピックアンモニウム塩 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H190605 厚生労働省発食安第0605004号

イマザメタベンズメチルエステル 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H190605 厚生労働省発食安第0605005号

スルフエントラゾン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H1906.05 厚生労働省発食安第0605008号

フルメツラム 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H19.0605 厚生労働省発食安第0605011号
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備 考

メソスルフロンメチル 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項
H190605 厚生労働省発食安第0605013号

キヤプタン 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号
第24条第2項

H211214
H190625

厚生労働省発食安1214第 2号

厚生労働省発食安第0625003号

ジチアノン 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項
H19.08.06 厚生労働省発食安第0806001号

エトベンザニド 農薬
食品安全基本法
第24条第¬項第1号

H19.0806 厚生労働省発食安第0806005号

アルジカルブ 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H190821 厚生労働省発食安第0821004号

アルドキシカルブ 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H19.08.21 厚生労働省発食安第0821005号

ジクロキサシリン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H190828 厚生労働省発食安第0828004号

ジクロメジン 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項
H19.1002 厚生労働省発食安第1002001号

モリネート 豊薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項
H19.10.12 厚生労働省発食安第1012002号

ブタクロール 農薬
資品安全基本法
第24条第1項第1号

H19.10,12 軍生労働省発食安第1012003号



Ｉ
Ｎ
Ｎ
ｌ

物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

アミトロニル 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第¬号
第24条第2項

H191030 厚生労働省発食安第1030001号

ジメタメトリン 農薬

食品安全基本法
第24条第¬項第1号

第24条第2項
H191030 厚生労働省発食安第1030002号

シヘキサチン 畏薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H1910.30 享生労働省発食安第1030003号

アゾシクロチン及びシヘキサチン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H191030 厚生労働省発食安第1000005号

ピロキロン 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項
H191127 厚生労働省発食安第1127001号

アセトクロール 豊薬
食品安全基本法
第24条第2項

H1912.18 厚生労働省発食安第1208004号

イソキサジフェンエチル 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H191218 厚生労働省発食安第1208005号

クロピラリド 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H19.12.18 厚生労働省発食安第1208007号

ピコリナフエン 箋薬
食品安全基本法
第24条第2項

H191218 厚生労働省発食安第1208008号

フルフエナセット 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H191218 厚生労働省発食安第1208010号
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

シクラニリド 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200303 厚生労働省発食安第0303011号

1s-rtntrJtr^> 農 薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号
第24条第2項

H200303 厚生労働省発食安第0303012号

7 アシフルオフエン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200311 厚生労働省発食安第0311001号

アミノエトキシビニルグリシン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H20.03.11 厚生労働省発食安第0311002号

酸化プロピレン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200311 厚生労働省発食安第0311004号

ヒドラメチルノン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H2003.11 厚生労働省発食安第0311006号

フェンチン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200311 厚生労働省発食安第0311007号

Sec―ブチルアミン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H20,0311 厚生労働省発食安第0311008号

プロディファコウム 簑薬
食品安全基本法
第24条第2項

H2003.11 厚生労働省発食安第0311009号

ベノキサコール 箋薬
食品安全基本法
第24条第2項

H20.0311 厚生労働省発食安第0311010号
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

「CMTB 農薬
含品安全基本法
第24条第2項

H20.0325 厚生労働省発食安第0325002号

イプロバリカルブ 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200325 厚生労働省発食安第0325003号

エタルフルラリン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200325 厚生労働省発食安第0325004号

スルホスルフロン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200325 厚生労働省発食安第0325008号

ノルフルラゾン 薬曲辰
・

食品安全基本法
第24条第2項

H200325 厚生労働省発食安第0325009号

ピメトロジン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200325 厚生労働省発食安第0325010号

ピリデート 艶薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200325 享生労働省発食安第0325011号

フッ化スルフリル 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H2003.25 厚生労働省発食安第0325013号

ベンスルフロンメチル 農 薬
食品安全基本法
第24条第2項

H20.0325 厚生労働省発食安第Oo25014号

ベンフルラリン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H2003:25 厚生労働省発食安第0325015号
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

ペンディメタリン 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号
第24条第2項

H200002 厚生労働省発食安第0602006号

トビシリン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H2010602 厚生労働省発食安第0602008号

フルミオキサジン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200617 厚生労働省発食安第0617002号

アセフェート 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H2007.08 厚生労働省発食安第0708001号

クロキントセツトメキシフレ 農 薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200708 厚生労働省発食安第0708003号

クロジナホッププロパルギル 霊薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200708 厚生労働省発食安第0708004号

テトラコナゾール 畏薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200708 厚生労働省発食安第0708005号

ダイアジノン 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H200818 厚生労働省発食安第0310001号

プロパクロール 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H200909 享生労働省発食安第0909002号

アビラマイシン
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H20.0912 厚生労働省発食安第0912006号
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

エフロトマイシン 飼料添加物
食品安全基本法
第24条第2項

H20Ю912 厚生労働省発食安第0912007号

フラメトピル 農薬

食品安全基本法
第24条第¬項第1号

第24条第2項
H210120 厚生労働省発食安第0120007号

アセトアミノフェン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H21.0130 厚生労働省発食安第0130001号

エテクロゼート 農薬

食品安全基本法
第24条第¬項第1号

第24条第2項
H21.0203 厚生労働省発食安第0203001号

ホキシム
農薬及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H2102.03 厚生労働省発食安第0203002号

エチオン 豊薬
食品安全基本法
第24条第2項

H210209 厚生労働省発食安第0209001号

オキシデメトンメチル 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H210209 厚生労働省発食安第0209002号

カルボフラン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H210209 享生労働省発食安第0209003号

ジクロラン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H210209 享生労働省発食安第0209004号

ジノカップ 霊薬
食品安全基本法
第24条第2項

H2102.09 厚生労働省発食安第0209005号
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

トリアゾホス 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H2102.09 享生労働省発食安第0209006号

フェンプロピモルフ 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H210209 写生労働省発食安第0209007号

ベナラキシル 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H210209 厚生労働省発食安第0209008号

ホレ=ト 豊薬
食品安全基本法
第24条第2項

H210209 厚生労働省発食安第0209009号

モネバンテル 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H21.0303 厚生労働省発食安第0303001号

セファゾリン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H210310 厚生労働省発食安第0310001号

ダノフロキサシン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H21.0310 厚生労働省発食安第0310002号

ナナフロシン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H210310 厚生労働省発食安第0310003号

ビコザマイシン 助物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H210310 厚生労働省発食安第0310004号

ピランテル 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H210310 厚生労働省発食安第0310005号
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物質名 用 途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

プリフィニウム 助物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H2103.10 享生労働省発食安第0310006号

122 メトコナゾール 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H210324 厚生労働省発食安第0324003号

トリフルラリン 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項
H21.0324 厚生労働省発食安第0324004号

パラチオンメチル 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H21.0324 厚生労働省発食安第0324005号

フェナミホス 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H210324 厚生労働省発食安第0324006号

ジクロルボス及びナレド
農薬及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H210324 厚生労働省発食安第0324007号

アザペロン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H21.03.24 厚生労働省発食安第C1324008号

フルオピコリド 農薬
食品安全基本法
第24条第¬項第1号

H210608 厚生労働省発食安第0608003号

フェントエート 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項
H210608 厚生労働省発食安第0608006号

ゴリベンカルブ 農 薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H2108.04 厚生労働省発食安0804第7号
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

チオベンカルプ 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H211027 厚生労働省発食安1027第 3号

フルベンジアミド 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H211027 厚生労働省発食安1027第 4号

フロニカミド 豊薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H211027 厚生労働省発食安1027第 5号

トリシクラゾール 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項
H211027 厚生労働省発食安1027第 6号

ツラスロマイシン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H211120 厚生労働省発食安1120第 2号

豚インフルエンザ・豚丹毒混合(油性ア
ジュバント加)不活化ワクチン

動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H211120 享生労働省発食安1120第 3号

ピルビン酸メチル 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H211120 享生労働省発食安1120第 4号

鶏伝染性ファプリキウス嚢病(抗血清加)

生ワタチン
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第1項第1号

H21.11.20 厚生労働省発食安1120第 5号

豚アクチノバシラス・プルロニューモニエ

(1・ 2・ 5型)感染症・豚丹毒混合 (油性ア
ジュバント加)不活化ワクチン

動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H21.11.20 厚生労働省発食安1120第 6号

マイコプラズマ・ハイオ■ューモニエ感染
虚(カルボキシビ■ルポリマーアジユバン
加ヽ)不活化ワクチン

動物用医薬品
餞品安全基本法
事24条第1項第1号

H211120 厚生労働省発食安1120第 7号
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

鶏コクシジウム感染症(ネカトリックス)生
ワクチン

動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H211120 厚生労働省発食安1120第 8号

エタボキサム 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H2111.20 厚生労働省発食安1120第 9号

エチプロール 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H211214 厚生労働省発食安1214第 1号

フラザスリレフロン 箋薬
食品安全基本法
第24条第2項

H211214 厚生労働省発食安1214第3号

アセキノシル 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H22.0104 享生労働省発食安0104第 1号

インダノファン 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H22.01.04 厚生労働省発食安0104第 2号

イソプロチオラン
農薬及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第1項第1号

H220104 厚生労働省発食安0104第 3号

イミダクロプリド 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H22.0125 厚生労働省発食安0125第 1号

イミノクタジン 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項
H2201.25 厚生労働省発食安0125第 2号

シクロプロトリン 箋薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項
H2201.25 厚生労働省発食安0125第 3号



物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

スピロジクロフェン 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号

第24条第2項
H220125 厚生労働省発食安0125第 4号

豚増殖性腸炎乾燥生ヮクチン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第¬項第1号

122.0201 厚生労働省発食安0201第 1号

告銀う:協1ユ幻励番症
5種混合(ア

動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第1項第1号

‐12202.01 厚生労働省発食安0201第 2号

アスパラギン 飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

12202.15 厚生労働省発食安0215第 1号

アラニン
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

・42202.15 厚生労働省発食安0215第 2号

アルギニン
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

1220215 厚生労働省発食安0215第 3号

グリシン
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

‐1220215 厚生労働省発食安0215第4号

グルタミン
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

1220215 厚生労働省発食安0215第 5号

セリン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

‐1220215 厚生労働省発食安0215第 6号

チロシン
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

1220215 厚生労働省発食安0215第 7号
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

バリン
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H220215 厚生労働省発食安0215第 3号

162 スチジン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H22.0215 厚生労働省発食安0215第 9号

メチオニン
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

1220215 厚生労働省発食安0215第 10号

ロイシン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H220215 厚生労働省発食安0?15第 44号

イノシトール
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H22.0215 厚生労働省発食安0215第 45号

コ′`ラミン
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H220215 厚生労働省発食安0215第 46号

コリン
農薬、飼料添加
物及び動物用医
薬品

食品安全基本法
第24条第2項

‐1220215 享生労働省発食安0215第 47号

チアミン
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H220215 厚生労働省発食安0215第48号

ナイアシン
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H2202.15 厚生労働省発食安0215第 49号

パントテン酸
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

‐12202.15 厚生労働省発食安0215第 50号
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物質名 用 途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

ビオチン
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H220215 厚生労働省発食安0215第 51号

172 ゴリドキシン 飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H220215 厚生労働省発食安0215第 52号

173 葉酸
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H220215 享生労働省発食安0215第53号

リボフラビン
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

‐1220215 享生労働省発食安0215第 54号

カルシフェロール
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

1220215 厚生労働省発食安0215第 55号

β―カロテン 飼料添加物
食品安全基本法
第24条第2項

‐1220215 厚生労働省発食安0215第 56号

トコフェローール
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H2202.15 厚生労働省発食安0215第 57号

メナジオン 飼料添加物
食品安全基本法
第24条第2項

H220215 厚生労働省発食安0215第 58号

レチノーメレ
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H2202.15 厚生労働省発食安0215第 59号

クエン酸
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H220215 厚生労働省発食安0215第 60号
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

酒石酸
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H22.0215 厚生労働省発食安0215第 61号

乳 酸

農薬、飼料添加
物及び動物用医
薬品

食品安全基本法
第24条第2項

1220215 享生労働省発食安0215第 62号

アスタキサンチン 飼料添加物
食品安全基本法
第24条第2項

H220215 厚生労働省発食安0215第 63号

β=アポー8'一カロチン酸エテルエステ
ル

飼料添加物
食品安全基本法
第24条第2項

H220215 厚生労働省発食安0215第 64号

トウガラシ色素 飼料添加物
食品安全基本法
第24条第2項

122.0215 厚生労働省発食安0215第 65号

マリーゴールド色素 銅料添加物
食品安全基本法
第24条第2項

‐1220215 厚生労働省発食安0215第 66号

ジノテフラン
農薬及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第1項第1号

‐1220215 厚生労働省発食安0215第 78号

MCPA 農薬

食品安全基本法
第24条第1項第¬号
第24条第2項

H2202.15 厚生労働省発食安0215第 79号

グリホサート 簑薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号
第24条第2項

H220215 厚生労働省発食安0215第 80号

ピリダベン 簑薬

食品安全基本法
第24条第1項第1号
第24条第2項

H22.0215 厚生労働省発食安0215第 81号
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

ルフエナム酸 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H220215 厚生労働省発食安0215第 82号

プロペタンホス 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H220215 厚生労働省発食安0215第 33号

クロキサシリン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H2202:15 厚生労働省発食安0215第 84号

ジョサマイシン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H220215 厚生労働省発食安0215第 85号

チアムリン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H22.02.15 享生労働省発食安0215第 86号

フラボフオスフォリポール
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H2202.15 享生労働省発食安0215第87号

トルフェンピラド 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

122.0222 厚生労働省発食安0222第 1号

ベンチアバリカルブイソプロピル 農薬
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H220222 厚生労働省発食安0222第2号

2,4-D 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H220222 厚生労働省発食安0222第3号

200 マンジプロパミド 農薬
食品安全基本法
第24条第¬項第1号

H220301 厚生労働省発食安0301第 1号
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物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

ピリミカープ 晨 薬
食品安全基本法
第24条第2項

厚生労働省発食安0301第2号

202 フルロキシピル 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

‐1220301 厚生労働省発食安0301第 3号

ホスメット 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

‐12203.01 厚生労働省発食安0301第 4号

ジフルフエニカン 晨薬
食品安全基本法
第24条第2項

H2203.19 厚生労働省発食安0319第 1号

205 ピラゾスルフロンエチル 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H220319 厚生労働省発食安0319第 2号

206 プロピザミド 畿薬
食品安全基本法
第24条第2項

1220319 享生労働省発食安0319第 3号

ベンジルアデニン
(ベンジルアミノプリンをいう。)

農薬
食品安全基本法
第24条第2項

‐1220319 享生労働省発食安0319第 4号

ベンタゾン 農薬
食品安全基本法
第24条第2項

H22.0319 厚生労働省発食安0319第 5号

7Jtv4i> \
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

‐1220319 厚生労働省発食安o319第 6号

セファロニウム 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

‐1220319 厚生労働省発食安0319第 7号



物質名 用途 根拠条文
意見聴取
年月日

文書番号 備考

フルメキン 動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第2項

H220319 厚生労働省発食安0319第8号

セデカマイシン
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

H220319 厚生労働省発食安0319第 9号

モランテル
飼料添加物及び
動物用医薬品

食品安全基本法
第24条第2項

―1220319 享生労働省発食安0319第 10号

マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症・
マイコプラズマ・シンピェ感染症混合生ワ
クチン

動物用医薬品
食品安全基本法
第24条第1項第1号

H220510 享生労働省発食安0510第 1号
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